


二人乗り
自転車の二人乗りは、原
則禁止されています。
（小学校修学の始期に達
するまでの者を幼児用座
席に乗せるなどの場合を
除く）

違反した場合
５万円以下の罰金

自転車の安全安心対策

危険な運転はやめましょう（高校生であっても罰則の対象です）

盗まれる自転車の多くが無
施錠です。ちょっとした時
間でも、大切な自転車を守
るために、自転車に鍵を掛
けましょう。
ダブルロックでさらに安全
安心アップ。

自転車の鍵かけをしよう
（ダブルロック）１

自転車保険等への加入は条例
で定められた義務です。
事故の大きさによっては高額
賠償事例もあるので、しっか
り備えましょう。
自転車利用者が未成年の場合
は保護者が介入しましょう。

自転車保険等に加入しよう２

並進走行
「並進可」の標識があると
ころ以外では、横に並ん
で通行することはできま
せん。

違反した場合
２万円以下の罰金
または科料

一時不停止
止まれの標識、踏切前、
赤点滅信号がある場所で
は一時停止をしなければ
なりません。

夜間の無灯火
夜間はもちろん、昼間で
もトンネルの中などでは
ライトを点けなければな
りません。自転車に乗る
前にライトが点くか点検
しましょう。

ながら運転

並進可

罰則
罰則

違反した場合
５万円以下の罰金

罰則

違反した場合
５万円以下の罰金

罰則

傘差し運転スマホの利用、
大音量のイヤホン ながら運転は、注意が散

漫になったり、安定を失
う恐れがあるなど大変危
険です。絶対にやめまし
ょう。

罰則
違反した場合

３ヶ月以下の懲役
または

５万円以下の罰金


